
(２) 個人の長期土地譲渡所得に係る課税の改善（所得税、個人住民税）

○ 内 容
バブル対策税制の残滓の一つであり、土地に対する重課の象徴的存在である個

人の長期土地譲渡所得に係る重課措置の最高税率39%（現在停止中）を廃止する。

（参 考）
個人の長期譲渡所得課税の税率（所得税＋住民税）

土地の譲渡益に対しては、他の所得と分離して、下表の税率で課税される。
譲渡益 ４千万円

（長期安定税制）昭和57年度～ 26％ 1/2総合課税

………

（バブル対策税制）平成３年度～ 39％

39％平成７年度～ 32.5％
８千万円

現在の租税特別措平成８年度～ 26％ 32.5％ （39％

置法における原則）
６千万円

平成10年度～ 26％ 32.5％
時限的に軽減

平成11年度～ 26％
15年度

(H15.12.31まで）
（改正）32.5%（最高税率39%は廃止）


